
東京都水上安全条例の規定に基づく弁明の機会の付与に関する規則を公布する。
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東京都公安委員会規則第９号

東京都水上安全条例の規定に基づく弁明の機会の付与に関する規則

（目的）

第１条 この規則は、東京都水上安全条例（平成３０年東京都条例第４６号。以下「条例」とい

う。）第１７条第６項の規定により所轄警察署長が行う弁明の機会の付与に関する手続につい

て、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。

(1) 当事者 条例第１７条第６項の規定による通知を受けた者をいう。

(2) 代理人 当事者の委任を受け、当該当事者のために弁明に関する一切の行為をする者をい

う。

(3) 補佐人 弁明の機会において当事者又はその代理人（以下「当事者等」という。）が意見

を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて、当該当事者等を補佐する者をいう。

２ 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語

の例による。

（弁明の方式）

第３条 弁明は、口頭又は弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）の提出によりするも

のとする。

２ 弁明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 弁明の件名

(3) 弁明に係る事案についての意見



（弁明の機会の付与に係る通知）

第４条 条例第１７条第６項の規定による通知は、別記様式第１号の「弁明通知書」により行う

ものとする。

２ 弁明通知書により通知する弁明をなすべき日時又は弁明書の提出期限は、不利益処分の名宛

人となるべき者に必要な期間を考慮の上、決定しなければならない。

（代理人）

第５条 当事者は、代理人に口頭による弁明をさせようとするときは、弁明をなすべき日時まで

に、代理人の住所、氏名及び電話番号並びに代理人に当該弁明に関する一切の行為を委任する

旨を明示した別記様式第２号の「代理人資格証明書」を前条第１項の通知を行った所轄警察署

長（以下「取扱警察署長」という。）に提出しなければならない。

２ 前項の代理人を選任した当事者は、当該代理人がその資格を失ったときは、別記様式第３号

の「代理人資格喪失届出書」によりその旨を取扱警察署長に届け出なければならない。

（補佐人）

第６条 当事者等は、弁明の機会に補佐人を出頭させようとするときは、弁明をなすべき日時ま

でに、補佐人の住所、職業、氏名及び電話番号、当事者等との関係並びに補佐する事項を記載

した別記様式第４号の「補佐人出頭許可申請書」（以下「申請書」という。）を取扱警察署長に

提出しなければならない。

２ 取扱警察署長は、申請書の提出があった場合において、前項の補佐人を出頭させる必要があ

ると認めるときは、当該補佐人の出頭を許可しなければならない。

３ 取扱警察署長は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を申請書を提出した当事者等

に対し速やかに通知しなければならない。

４ 第２項の規定による許可を受け、出頭した補佐人の陳述は、当事者等が直ちに取り消さない

限り、当該当事者等が自ら陳述したものとみなす。

（弁明の録取）

第７条 取扱警察署長は、当事者等が口頭による弁明をするときは、適任と認める警察官を弁明

録取者に指定の上、弁明を録取させなければならない。

２ 前項の弁明録取者は、弁明の録取を開始するに当たり、予定される不利益処分の内容、根拠

となる条例の条項及び原因となる事実を当事者等に対し説明しなければならない。

（証拠等の提出を受けた場合の手続）

第８条 取扱警察署長は、条例第１７条第６項に規定する証拠の提出を受けたときは、別記様式

第５号の「提出物目録交付書」を作成の上、当該証拠の提出者に交付しなければならない。



２ 取扱警察署長は、提出を受けた証拠が必要なくなったときは、当該証拠を速やかに前項の提

出者に返還するとともに、当該提出者から別記様式第６号の「還付請書」を徴さなければなら

ない。

（弁明調書）

第９条 弁明録取者は、当事者等が口頭による弁明をしたときは、別記様式第７号の「弁明調書」

を作成しなければならない。

２ 弁明録取者は、必要により、書面、図画、写真その他の資料を弁明調書に添付するものとす

る。

３ 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を取扱警察署長に提出しなけれ

ばならない。

（弁明をなすべき日時又は場所の変更）

第10条 取扱警察署長は、職権又は当事者等の申出により弁明をなすべき日時又は場所を変更す

ることができる。

２ 前項の申出は、別記様式第８号の「弁明日時・場所変更申出書」に変更の内容及び理由を記

載して、取扱警察署長に提出することにより行うものとする。

３ 取扱警察署長は、第１項の規定により弁明をなすべき日時又は場所を変更したときは、速や

かにその旨を別記様式第９号の「弁明日時・場所変更通知書」により当事者等に通知しなけれ

ばならない。

４ 取扱警察署長は、第１項の規定による変更が当事者等の申出によるものであり、かつ、その

場で変更内容を通知することが可能なときは、前項の規定による通知を口頭による通知に代え

ることができる。

（不出頭又は不提出に対する措置）

第11条 取扱警察署長は、弁明をなすべき日時に当事者等が出頭しないとき又は弁明書の提出期

限までに弁明書が提出されないときには、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

附 則

この規則は、平成３０年７月１日から施行する。



別記様式第１号（第４条関係） 

（表） 

     第   号 

   年  月  日 

              殿  

 警 視 庁   警 察 署 長 

弁 明 通 知 書

あなたに対する下記の事実を原因とする不利益処分に係る東京都水上安全条例

第１７条第６項の規定による弁明の機会の付与を下記のとおり行いますので、通知

します。 

記 

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

予定される不利

益 処 分 の 内 容

根拠となる条項

不利益 処分 の

原因となる事実

弁明書の提出先  

弁 明 書 の

提 出 期 限
年  月  日 まで 

備 考

口頭による弁明を行う場合の日時及び場所は、上記弁明

書の提出期限の日の    時及び上記弁明書の提出先と

します。 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 



（裏） 

弁明に際しての留意事項 

１ 弁明書には、あなたの住所及び氏名、弁明の件名並びに弁明に係る事案につい

ての意見を記載してください。 

２ 弁明をするときは、証拠書類及び証拠物を提出することができます。 

３ 口頭による弁明を行う場合であって、あなたが代理人を選任したときには、弁

明をなすべき日時までに代理人資格証明書を提出してください。 

４ 口頭による弁明を行う場合であって、あなた又はあなたが選任した代理人に病

気その他のやむを得ない理由があるときには、弁明日時・場所変更申出書により、

弁明をなすべき日時又は場所の変更を申し出ることができます。 



別記様式第２号（第５条関係） 

※
受 理

年月日
※
受 理

番 号

代 理 人 資 格 証 明 書

年   月   日 
警視庁    警察署長 殿 

住所 

氏名又は名称 
（法人にあっては、さらに代表者の氏名） 

電話 

弁明通知書（    年  月  日付第  号）により付与された弁明の

機会について、下記の者を代理人として選任し、弁明に関する一切の行為をす

ることを委任します。 

記 

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

住 所 

電話 

氏 名  

※受理者 ○印

注 ※印欄は記載しないこと。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

○印



別記様式第３号（第５条関係） 

※
受 理

年月日
※
受 理

番 号

代理人資格喪失届出書

年   月   日 
警視庁    警察署長 殿 

住所 

氏名又は名称 
（法人にあっては、さらに代表者の氏名） 

電話 

弁明通知書（    年  月  日付第  号）により付与された弁明の

機会に関し、私が委任した下記の者については、代理人の資格を失ったので、

届け出ます。 

記 

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

住 所 

電話 

氏 名  

※受理者 ○印

  注 ※印欄は記載しないこと。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

○印



別記様式第４号（第６条関係） 

※
受 理

年月日
※
受 理

番 号

補佐人出頭許可申請書

年   月   日 
警視庁    警察署長 殿 

住所 

氏名又は名称 
（法人にあっては、さらに代表者の氏名） 

電話 

弁明通知書（    年  月  日付第  号）により付与された弁明の機会

について、下記の補佐人とともに出頭したいので、申請します。 

記 

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

住 所 

電話 

職 業 

氏 名 

当事者又は代理

人 と の 関 係 

補 佐する事項  

※受理者 ○印

  注 ※印欄は記載しないこと。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

○印



別記様式第５号（第８条関係） 

    第  号 

    年  月  日 

              殿 

警 視 庁   警 察 署 長 

提出物目録交付書 

弁明通知書（    年  月  日付第  号）に係る弁明の機会において、 

東京都水上安全条例第１７条第６項に規定する有利な証拠として、下記目録の物件 

を受領しました。 

記 

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

提

出

者 

住 所

氏 名

提 出 を 受 け た

年 月 日
年   月   日 

目   録 

番号 標  目 数量 備考 

取 扱 者 階級         氏名              ○印

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 



別記様式第６号（第８条関係） 

※
受 理

年月日
※
受 理

番 号

還 付 請 書 

年   月   日 
警視庁    警察署長 殿 

住所 

氏名又は名称 
（法人にあっては、さらに代表者の氏名） 

下記目録の物件の還付を受け、領収しました。 

記 

目   録 

番号 標  目 数量 備考 

※ 取 扱 者 階級         氏名              ○印

  注 ※印欄は記載しないこと。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

○印



別記様式第７号（第９条関係） 

（表） 

弁 明 調 書 
年   月   日   

弁明録取者   

階級      氏名           ○印

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

弁 明 の 日 時 年    月   日   時  分頃 

弁 明 の 場 所  

当 事 者 又 は 

代 理 人 の 住 

所 及 び 氏 名 

提 出 さ れ た 

証 拠 の 標 目 

当事者又は代理人の弁明の要旨 

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 



（裏） 

その他参考となるべき事項 



別記様式第８号（第１０条関係） 

※
受 理

年月日
※
受 理

番 号

弁明日時・場所変更申出書 

年   月   日 
警視庁    警察署長 殿 

申出者 
住所 

氏名又は名称 
（法人にあっては、さらに代表者の氏名） 

弁明をなすべき日時又は場所について、下記のとおりやむを得ない理由があるの

で、変更を申し出ます。 

記 

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

変 更 の 内 容

理 由

※受理者 ○印

注 ※印欄は記載しないこと。 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

○印



別記様式第９号（第１０条関係） 

     第   号 

   年  月  日 

     殿 

 警 視 庁   警 察 署 長 

弁明日時・場所変更通知書

弁明通知書（    年  月  日付第  号）に係る弁明をなすべき日時又

は場所を下記のとおり変更したので通知します。 

記 

弁 明 の 件 名 東京都水上安全条例違反（水路使用の許可条件違反） 

 変更前 変更後 

日 時
年  月  日

 時   分から

年  月  日

 時   分から

場 所

 備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 


